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平成３０年度答申第８０号 

平成３１年３月１９日 

 

諮問番号 平成３０年度諮問第８３号（平成３１年２月１５日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 一般拠出金の徴収のための差押処分に関する件 

 

答  申  書 

 

 審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当で

ある。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 本件審査請求の骨子 

本件は、Ａ労働局労働保険特別会計歳入徴収官（以下「処分庁」という。）

が、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）に対し、石綿による健康

被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号。以下「石綿救済法」とい

う。）３８条１項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する

法律（昭和４４年法律第８４号。以下「徴収法」という。）２７条３項の規

定に基づく差押処分（以下「本件処分」という。）を行ったところ、審査請

求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

２ 関係する法令の定め 

（１）石綿救済法３５条１項は、厚生労働大臣は、石綿による健康被害を救済

するための給付の支給に要する費用に充てるため、労働者災害補償保険

（以下「労災保険」という。）の保険関係が成立している事業の事業主

（以下「労災保険適用事業主」という。）から、毎年度、一般拠出金を徴
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収する旨規定し、同条２項は、労災保険適用事業主は一般拠出金を納付す

る義務を負う旨規定している。 

（２）徴収法２７条１項は、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を

納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければなら

ない旨規定し、同条２項は、前項の規定によって督促するときは、政府は、

納付義務者に対して督促状を発すると規定し、同条３項は、同条１項の規

定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他こ

の法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の

例によって、これを処分すると規定しており、これらの規定は、一般拠出

金について準用される（石綿救済法３８条１項）。 

（３）国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）４７条１項１号は、滞納者が

督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して１

０日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税に

つきその財産を差し押さえなければならない旨規定しており、この規定が

上記（２）により一般拠出金について準用される。 

３ 事案の経緯 

  各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。 

（１）審査請求人は、労災保険適用事業主である。 

 （労働保険概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申

告書（平成２７年７月１０日受付）） 

（２）審査請求人は、平成２７年度の一般拠出金１，０６２円を納期限である

平成２７年７月１０日までに納付しなかった。処分庁は、同年１１月２日、

審査請求人に対し、同月１６日を期限と指定して、督促状を発した。 

 （労働保険概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申

告書（平成２７年７月１０日受付）、労働保険料・一般拠出金申告書の訂

正について（伺）、督促状発行決議書（平成２７年１１月２日付け）、督

促状発行リスト（平成２７年１０月８日付け） 

（３）審査請求人は、平成２８年度の一般拠出金１，１９１円を納期限である

平成２８年７月１０日までに納付しなかった。処分庁は、同年１１月４日、

審査請求人に対し、同月１８日を期限と指定して、督促状を発した。 

 （労働保険概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申

告書（平成２８年７月６日受付）、労働保険料・一般拠出金申告書（平成

２８年８月１２日付け）、督促状発行決議書（平成２８年１１月４日付
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け）、督促状発行リスト（平成２８年１０月１２日付け） 

（４）処分庁は、平成２９年１１月８日、審査請求人に対し、上記平成２７年

度及び平成２８年度の一般拠出金につき、同月２２日を期限と指定して、

納付を催告した。 

 （納付催告、債務承認書） 

（５）審査請求人は、平成２９年度の一般拠出金１，２４６円を納期限である

平成２９年７月１０日までに納付しなかった。処分庁は、同年１１月２日、

審査請求人に対し、同月１７日を期限と指定して、督促状を発した。 

 （労働保険概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申

告書（平成２９年７月１１日受付）、労働保険料・一般拠出金申告書（平

成２９年８月２８日付け）、督促状発行決議書（平成２９年１１月２日付

け）、督促状発行リスト（平成２９年１０月１１日付け） 

（６）審査請求人は、平成２７年度、平成２８年度及び平成２９年度の一般拠

出金を各指定期限までに納付しなかった。処分庁は、審査請求人がＰ金融

機関Ｂ支店に対して有する普通預金払戻請求権を差し押さえる本件処分を

行った。 

（差押調書謄本） 

（７）審査請求人は、平成３０年５月１０日、審査庁に対し、本件処分を不服

として審査請求をした。 

（審査請求書） 

（８）審査庁は、平成３１年２月１５日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして、諮問した。 

（諮問書） 

４ 審査請求人の主張の要旨 

アスベストの被害は、国が全面的に禁止するのが遅れたことが大きな原因

である。我々はアスベストを使用させられた被害者なのに、なぜ我々から一

般拠出金を徴収するのか。一般拠出金は、一般の人の災害を救済するための

ものであり、労災保険の保険料と一緒に集めるのは納得がいかない。労災保

険に加入しているものだけが負担するのではなく、全体で負担するのが正当

ではないか。 

また、一般拠出金は事業主の負担と言うが、事業主の資産は労働者が稼い

だものであり、事業主が負担すればそれだけ労働者への分配が減る。アスベ

ストの被害の救済を労働者に負わせることはおかしい。 
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（審査請求書、主張書面） 

第２ 審査庁の諮問に係る判断 

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨で

ある。 

審査請求人が行う事業は労災保険の保険関係が成立している事業であり、同人

は、一般拠出金を納付する義務を負う。本件処分は、石綿救済法３８条１項の規

定により準用する徴収法１９条１項の規則に基づき提出しなければならない申告

書において、一般拠出金に係る申告及び納付がされていなかったことにより、同

法２７条３項の規定に基づき、国税滞納処分の例によって適法に行われたもので

あり、適正である。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点は

うかがわれない。 

２ 本件処分の適法性及び妥当性について 

本件処分は、審査請求人が平成２７年度、平成２８年度及び平成２９年度

の一般拠出金を納付しなかったので、処分庁が期限を指定して督促した上で、

同人の財産を差し押さえたものであるところ、前記第１の３のとおり、法令

の定めに従って行われた処分であって、違法又は不当な点はない。 

審査請求人の主張は、石綿による健康被害を救済するための給付の支給に

要する費用に充てるため、事業主から一般拠出金を徴収するという法の定め

自体が不当であるとの趣旨と解されるが、本件審査請求においては、行政機

関である審査庁は、制定された法の定めを前提として判断をすべき立場にあ

るというべきであり、審査庁の判断は妥当である。 

３ まとめ 

以上によれば、本件処分が違法又は不当であるとはいえず、審査請求は棄却

すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。 

  よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第２部会 

委   員   戸   谷   博   子 

委   員   伊   藤       浩 

委   員   交   告   尚   史 


